
平成28年9月29日　　　

１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 知立市長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番
号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

知立市

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

愛知県

6

9-2 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務

http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/kokai/1451813734345.html

（１）法定事務 （２）独自利用事務

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾
病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

7

9

知立市個人番号の利用に関する条例　別表第1　第8項
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾
病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項 知立市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱第1条

　この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医
療機関（以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。）に通い、又は入院
する小児慢性特定疾病にかかつている児童等（政令で定めるものに限る。以
下「小児慢性特定疾病児童等」という。）であつて、当該疾病の状態が当該小
児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定
める程度であるものに対し行われる医療（当該小児慢性特定疾病に係るもの
に限る。）をいう。

この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１９条の３
第３項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等（以下「小児
慢性特定疾病児童等」という。）に対し、日常生活用具（以下「用具」という。）を給付
することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

知立市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

知事 市区町村長等


